
被
害
を
受
け
た
農
家
の
皆
さ
ん
へ

被被
害害
をを
受受
けけ
たた
農農
家家
のの
皆皆
ささ
んん
へへ

台
風
１５
号
・
１６
号
・
１８
号
・
２１
号
で
被
害
を
受
け
た
農
家
の
皆

さ
ん
を
対
象
に
、低
利
で
融
資
す
る
災
害
対
策
資
金
制
度（
県
単

独
資
金
）が
新
設
さ
れ
ま
し
た
の
で
、ど
う
ぞ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
台
風
２１
号
で
水
稲
の
冠
水
被
害
を
受
け
た
農
家
の
皆

さ
ん
に
対
し
て
は
、
現
在
、
助
成
制
度
を
検
討
中
で
す
。
決
ま

り
次
第
「
広
報
大
館
」
や
「
あ
ぜ
み
ち
だ
よ
り
」
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

１１
�農農
業業
経経
営営
維維
持持
安安
定定
資資
金金

（（
農農
林林
漁漁
業業
金金
融融
公公
庫庫
資資
金金
））

対
象
者

市
長
が
災
害
認
定
し
た
次
の
農
業
者

・
農
業
所
得
が
総
所
得
の
５
割
以
上

を
占
め
る
か
、
総
就
業
日
数
の
う

ち
農
業
従
事
日
数
が
過
半
を
占
め

る
か
た

貸
付
利
率

０
・
８５
％
〜
２
・
０
％

償
還
期
間

２０
年
以
内

融
資
限
度
額

個

人

２
０
０
万
円

法

人

１
、
０
０
０
万
円

保
証
人

原
則
１
人

２２
��農農
業業
経経
営営
再再
建建
支支
援援
資資
金金

（（
県県
単単
独独
資資
金金
・・
新新
設設
））

対
象
者

市
長
が
災
害
認
定
し
た
次
の
農
業
者

�
農
業
所
得
が
総
所
得
の
５
割
以
上

を
占
め
る
か
、
総
就
業
日
数
の
う

ち
農
業
従
事
日
数
が
過
半
を
占
め

る
か
た
の
う
ち
、
１
の
公
庫
資
金

の
借
り
入
れ
で
は
不
足
す
る
か
た

�
農
業
所
得
が
主
で
、
６５
歳
未
満
の

農
業
従
事
日
数
６０
日
以
上
の
世
帯

員
が
い
る
農
家

貸
付
利
率

１
・
０
％

償
還
期
間

６
年
以
内

貸
付
期
限

平
成
１７
年
４
月
１５
日

融
資
限
度
額

個

人

２
０
０
万
円

法

人

１
、
０
０
０
万
円

※
農
業
信
用
基
金
協
会
の
債
務
保
証
が

必
要
で
す
。

３３
��生生
産産
施施
設設
復復
旧旧
支支
援援
資資
金金

（（
県県
単単
独独
資資
金金
・・
新新
設設
））

対
象
者

市
長
が
災
害
認
定
し
た
農
業
者

貸
付
利
率

０
・
８５
％

償
還
期
間

５
年
以
内

貸
付
期
限

平
成
１７
年
４
月
１５
日

融
資
限
度
額

２
０
０
万
円

※
農
業
信
用
基
金
協
会
の
債
務
保
証
が

必
要
で
す
。

�

今
年
度
の
台
風
で

広報大館２００４．１０．１６

農 林 課

問い合わせ先

�４９－３１１１
（内線３４３）

低
利
融
資
制
度
を
新
設

台風１５号に伴う強風での被害

台風２１号による冠水被害（曲田）

低
利
で
融
資
す
る
災
害（
台
風
被
害
）対
策
資
金
制
度


